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CSRの基本的な考え方
生命保険事業は社会保障制度と共に日本の社会を支えていく重要な使命を担っており、生命保険会社である当社は、事

業活動そのものが企業としての社会的責任（ＣＳＲ※）を果たすための根底をなす重要な活動であると考えています。こうし
た考えのもと、当社は経営理念である「まごころの奉仕」を踏まえ、ＣＳＲの基軸を次の３つに定めて、ＣＳＲ経営を推進
しています。

※ CSR【Corporate Social Responsibility】
 CSRとは、企業の社会的責任の略称で、企業が様々な活動を行うプロセスにおいて、利益を最優先させるのではなく、お客様、社会、従業員などとの関

係を重視しながら、社会的公正性を保つことや環境対策を施すことなど、社会に対する責任や貢献に配慮し、長期にわたって企業が持続的に成長する
ことを言います。

1お客様満足の向上に向けた取組み
お客様満足の向上を最優先とした経営の実践

2 社会に貢献する企業を目指して
ゆたかな社会づくりにかかわり続ける
ことによる社会との共生

3 従業員の働きやすい職場づくり
人が育つ職場づくり、働きやすい職場
づくりを通じた従業員満足の向上

お客様

社会 従業員

CSR経営

朝日生命のＣＳＲとＳＤＧｓとの関わり

2015年9月に国連サミットで「持続可能な開発目標
（SDGs：Sustainable Development Goals）」が採択さ
れました。国際社会全体の開発目標として、2030年を
期限とする包括的な17の目標と169のターゲットが掲
げられており、その目標は当社のＣＳＲの取組みに重な
る部分が多くあり、ＣＳＲの取組みを通じてＳＤＧｓの
達成への貢献を目指してまいります。

ＣＳＲ（企業の社会的責任）への取組み
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ＣＳＲ（企業の社会的責任）への取組み

朝日生命成人病研究所　附属医院

当社は1960年５月、創業70周年記念事業の一環とし
て、社会福祉に貢献することを目的に、朝日生命成人病
研究所を設立しました。当研究所は、研究室や実験室
などの研究施設と外来・入院診療施設（病床数11床）を
備えており、生活習慣病に関する基礎的研究および診療
を通しての臨床的研究の成果は、学会でも高く評価され
ています。また、糖尿病の成因や治療法、合併症の抑制
などの研究とともに、生活習慣病に関わる専門医と看護

師、栄養士、薬剤師、検査技師がチームとなって、高水
準の診療を提供し、患者が主体的に生活習慣病の改善に
取り組める方式を取り入れた診療によって、糖尿病の克
服を目指しています。

当社は、当研究所と共に、生活習慣病に関する情報
提供や生活習慣病予防のためのセミナーの開催など、健
康分野に対する取組みを積極的に展開しています。

2017年度実績
【研究事業】
原著論文36編、論説11編、
国内および海外における学会発表53編

【診療事業】
外来診療（延べ人数）   58,960人
入院診療（述べ日数）   2,953日

CSRの具体的な取組み
1お客様満足の向上に向けた取組み

当社では、お客様一人ひとりに心からご満足いただけるよう、お客様の視点・立場に立って行動し、お客様のご意向を
踏まえた商品やサービスの充実を図っています。さらなる「お客様満足の向上」に向けて、「お客様の声」をもとにお客様サー
ビスの改善に取り組んでまいります。

2社会に貢献する企業を目指して

当社では、生活習慣病の研究、青少年の健全な育成活動などの社会貢献活動についても積極的に取り組み、一層の「企業
価値の向上」を目指すことで、当社と社会の相乗的な発展を推進していきます。
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朝日生命体操クラブ・体操教室の活動

「朝日生命体操クラブ」は、1974年、地域に密着した
体操の普及を通じて、少年少女の健全なる育成を図るこ
とを目的に発足し、現在は、アテネオリンピック金メ
ダリストの塚原直也氏が総監督を務め活動しています。
2016年のリオデジャネイロオリンピックに出場した杉
原愛子選手をはじめ、これまで25名のオリンピック選
手を輩出しており、世界選手権大会ならびに全日本選手
権大会、NHK杯など国内外の競技大会で多数の選手が
活躍しています。
「朝日生命体操教室」は、地域に密着した活動を基本

としており、３歳から中学生までの児童や婦人を対象と
した体操教室を開催し、体操を通じた健康づくりに貢献
しています。

現在、常設の「朝日生命体操クラブ・体操教室」には、
約700名が会員として在籍しており、健全性を育むとと
もに、明日のオリンピック選手を夢見て日々の練習に励
んでいます。

ひとつ屋根の下で、幼児からオリンピック選手まで
が一堂に会して体操に取り組んでおり、これは他に例を
みません。

朝日生命体操教室

環境問題への取組み

朝日生命環境方針について
当社では、環境に対する社会の関心が高まる中で、より環境に配慮した経営姿勢を明確にするため、環境に関して当社

が目指すべき基本的な方針として「朝日生命環境方針」を定めています。

朝日生命環境方針
朝日生命は、CSR経営を推進していくうえで、地球環境保護への取組みが経営の重要課題であると認識し、以下の

方針にしたがい事業活動のあらゆる分野で役職員一人ひとりが、環境に配慮した行動に努めます。

１．生命保険事業における地球環境保護
生命保険の事業活動においては、常に環境に配慮して、地球環境保護に貢献するよう努めます。

２．省エネルギー・省資源活動の推進
事業活動がもたらす環境負荷を意識し、省エネルギーや省資源に努め、資源のリサイクルとグリーン購入※を推

進します。

３．環境に関する法規制などの遵守
環境に関する諸法規および朝日生命が同意した環境関連の協定などを遵守します。

４．環境啓発活動の推進
社会のよき市民として役職員一人ひとりの環境保護意識の向上を図るため、環境啓発活動を推進します。

５．継続的な環境改善の推進
環境に関する目標を設定し、定期的な見直しを図るとともに、取組み内容の継続的な改善に努めます。 以上

※ グリーン購入…製品やサービスを購入する際に、省エネルギー型のものやリサイクル可能なものなど、環境に配慮したものを優先的に選択す
ることをいいます。当社では既に文具などの消耗品購入にあたっては、グリーンマーク表示がある製品の購入を推進しています。

杉原愛子選手写真提供：オールスポーツコミュニティ
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ＣＳＲ（企業の社会的責任）への取組み

環境数値目標について
2018年４月より、以下のとおり、2021年度までの新たな環境数値目標を定め、一層のエネルギー使用量の削減に取り

組んでいます。

2014年度から2017年度までの４年間の取組み実績
目標

（2013年度比） 結果

業務用スペース 2.0％削減 3.3％削減

（注） コンピュータ専用棟を含むエネルギー使用量においては、
9.2％削減しました。

（注） 2018年度より、コンピュータ専用棟を含む業務用店舗全体の数
値目標としています。

「朝日生命エコプロジェクト」の展開
「朝日生命エコプロジェクト」は、会社全体として省

エネルギーに取り組んでいく活動であり、朝日生命に所
属する一人ひとりが、会社業務だけではなく、家庭生活
や個人単位の生活においても、環境に配慮した行動に取
り組んでいます。具体的には、現在取り組んでいる各種
省エネ対策強化とともに、環境に関する啓発活動など、
右記の取組みを行っています。

また、2010年度より、環境に関する知識と意識の向
上を図る観点から、環境社会検定試験（eco検定）の受験
を従業員に推奨しており、2018年５月時点で793名の
合格者を輩出しています。

電力使用量
の削減

水道使用量
の削減

ガソリン使用量
の削減

ペーパーレス
の推進

３R※の徹底

環境に関する知識
と意識の向上

※ ３Ｒ＝Reduce（廃棄物の発生抑制）、Reuse（製品の再使用）、
 Recycle（資源の再利用）

11
1111

「ピンクリボン運動をご存知ですか？」
朝日生命はすべての方の健康を願い、乳がんの
正しい知識の習得やマンモグラフィー検査の
受診など、早期発見・早期治療の大切さを伝え
る日本乳がんピンクリボン運動を応援してい
ます。

※国立がん研究センターがん対策情報センター 2013年データに基づく累積罹患リスク Cinnamoroll ⓒ2001, 2018 SANRIO CO., LTD.　APPROVAL NO. G590057

乳がん検査うけていますか？

11
人
に
１
人
。

乳
が
ん
に
な
る

確
率
で
す
。（※

）

乳がんの現状

2011年以降、乳がんにかかる人は毎年8万人を超え、女性の

11人に1人が乳がんにかかるといわれています。

乳がんの発生は、20歳過ぎから徐々に増えはじめ、30歳代で

はさらに増え、40歳代後半と60歳代前半にピークを迎えます。

20歳過ぎれば乳がん年齢です。

乳がん発症のリスクは、自分だけでなく、身近な家族や友人知

人にもあてはまることです。

そして、男性にもあてはまること（＊）でもあります。
＊：男性乳がんの発症率は女性の１％程度

早期発見のために乳がん検査を受けましょう。
そして月に一度は乳房の自己検診をしてください。
その小さな勇気があなたとあなたの
大切な人の未来を守ります。

朝日生命は、ピンクリボン運動を推進しています

（人）

ピンクリボン運動の推進

2009年度より「日本から乳がんで悲しむ人をなくし
たい」という認定NPO法人「J.POSH（日本乳がんピンク
リボン運動）」の活動に賛同し、J.POSHのオフィシャル
サポーターとして、乳がんについての啓発と情報提供、
自己検診の習慣化や乳がん検査の受診勧奨などの活動を
中心としたピンクリボン運動を推進しています。

具体的には、身近な社会貢献活動としてピンクリボ
ン啓発グッズの購入や、乳がんの基礎知識や検査・セル
フチェックの重要性を訴えるチラシを配布する街頭キャ
ンペーン、セミナーの開催等を実施しています。

また、“すべての女性に私らしく輝く未来を” そんな
願いを込めた女性向けの生命保険「やさしさプラス」の社
会貢献活動の一つとして、自治体ごとの検診情報をお届
けする「乳がん検診お知らせ活動」も行っています。

今後もこれらの取組みをさらに積極的に展開し、ピ
ンクリボン運動の輪を広げていきたいと考えています。

【2017年度実績】

●乳がん検診お知らせ活動（2018年3月時点）
全国約1,700の自治体のうち、300を超える自治体

と連携し、活動を推進しています。

早期発見のメリット　　

がんの多くは早期発見、早期治療であるほど、

①入院・手術・通院といった治療期間が短い

②医療費だけでなく、家庭や仕事などの日常生活への影響も少ない

③手術や治療の方法を選べる

④再発の危険性が低いことで、本人や家族の精神的負担が軽減される

といったメリットがあります。特に乳がんはその傾向が顕著です。

しかし、発見が遅れ、ほかの臓器にがん細胞が転移（Ⅳ期）してしまうと、

10年相対生存率は15％と、Ⅰ期と比べ80ポイントも下がります。

早く見つけるために 

早期なら完治も可能な乳がんは、定期的な検査で発見の時期を早めることが大切です。

30代では、視触診と超音波（＊1）を組み合わせた検査（ケースに応じてはマンモグラフィー検査（＊2））を。そして

乳がんの好発年齢に入っていく40代になったら、少なくとも2年に1度のマンモグラフィー検査（気になる方は

年1回のマンモグラフィーと超音波検査）を受け、たとえ発症しても、適切な治療で早い回復を実現しましょう。
＊１：超音波を使って乳房の断面を映し出す検査で、とても小さなしこりの発見や、マンモグラフィーでは判断が難しい、高濃度の乳腺と乳がんの判別が可

能。特に妊娠中、授乳中、乳腺濃度の高い人、若い人に向いている検査方法。
＊２：乳腺、乳房をレントゲン撮影し、手で触れてわかる乳がんだけでなく、触ってもわからないような小さな乳がんや、乳がんに特徴的な微細な石灰化の

状態も発見できる診断方法。

自分で見つけた人は約半数

乳がんは自分で見つけることのできるがんです。

乳がん患者の約半数の方が、自分で異変に気付いています。

自分で触れて見つけられるしこりの大きさは2センチ以上といわれていますが、自己検診を習慣化すると、1セン

チほどの大きさにも気付くことができます。

定期的に乳がん検査を受けることはもとより、日頃から自分の体をよく観察して、些細な変化も見逃さないこと

も大切です。まずは１月に１回定期的に自己検診を実行しましょう。
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本社／〒100-8103　東京都千代田区大手町2-6-1
お客様サービスセンター　　0120-714-532
ホームページアドレス／http://www.asahi-life.co.jp

取扱店・担当者

仰向けに寝て2と同じよう
に、しこりや硬い部分がない
かチェック

監修：J.POSH（日本乳がんピンクリボン運動）

CSR〔301590〕（2018.7）

み
て

さ
わ
っ
て

つ
ま
ん
で

横
に
な
っ
て

両手をあげて鏡の前に立ち、
ひきつれ、くぼみ、ただれ等
色や形をチェック

わきの下から乳房全体、乳首
までを、４本の指で「の」の字
を書くように、しこりや硬い
部分がないかチェック

乳頭の根元を軽くつまんで、
血が混じったような分泌物
が出ないかチェック

1 2 3 4

＊横軸は乳がんの進行度を表す
公益財団法人 がん研究振興財団「がんの統計2017」より

このチラシは、環境に配慮した植物油インキ
で印刷しています。

ピンクリボン啓発ポスター ピンクリボン啓発チラシ

■朝日生命エコプロジェクト

■環境数値目標
（2021年度のエネルギー使用量）

業務用店舗全体  2.5％削減
                                     （2017年度比）
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●街頭キャンペーン
　乳がんの基礎知識や検査・セルフチェックの
重要性を訴えるチラシを配布する活動を全国で
実施しています。

●乳がんセミナー
　乳がんの体験談を交え、早期発見の重要性を訴える乳がんセミナーを各地で実施しています。

●乳がん啓発ブース出展
　自治体などの健康イベントにおいて展示ブースを出展し、乳房触診モデルや啓発チラシの配布などで、乳がん検診の
啓発活動を実施しました。

2017年10月 配布地域：全国66か所
 配布要員総数：540名
 配布総数：19,055枚

宇都宮支社　乳がんセミナー風景 「乳房触診モデル」体験中

「ピンクリボン運動」とは
乳がんの早期検査を啓発・推進するために行われる世界規模のキャンペーン。
1980年代にアメリカで始まり、日本では2000年に入ってから一般的に認知されるようになりました。

山梨ピンクリボンフェスタ 多摩市ボランティアまつりがん対策みなと（東京都港区）
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ＣＳＲ（企業の社会的責任）への取組み

社内募金・寄付講座

社内募金
創立月である７月を「朝日の月」と定め、社会貢献活

動の一環として、毎年、全役職員の自発的善意による
「朝日の月」醵金を実施しています。2017年度は総額
585万円が集まり、社会福祉などの分野で活動する以下
の13団体に寄付を行いました。第1回目からの累計額は
3億4,800万円に上っています。

また、第60回の節目となった2017年度は「創業130
周年記念」の取組みの一環として、大手町本社にて贈呈
式を開催しました。

「朝日の月」醵金 贈呈式 集合写真

第60回「朝日の月」醵金寄付先
●（特定非営利活動法人）キャンサーリボンズ
●（ＮＰＯ法人）子育てひろば全国連絡協議会 
●こども食堂ネットワーク 
●（認定ＮＰＯ法人）Ｊ．ＰＯＳＨ（日本乳がんピンクリボン運動） 
●（認定特定非営利活動法人）児童虐待防止全国ネットワーク 
●（一般財団法人）児童健全育成推進財団「朝日生命伸びゆく子ども基金」 

●（特定非営利活動法人）全国高齢者ケア協会 
●（公益財団法人）日本アイバンク協会 
●（特定非営利活動法人）日本移植支援協会
●（一般社団法人）日本いのちの電話連盟
●（認定特定非営利活動法人）日本ＮＰＯセンター
●（一般社団法人）日本介護支援専門員協会
●（社会福祉法人）日本点字図書館

寄付講座
創業120周年記念事業の一環として、2008年度より

東京都世田谷区の昭和女子大学において「現代金融ビジ
ネス入門」と題した寄付講座を開講しています。

本講座は、生命保険会社・銀行などの金融機関の役
割やその仕組み、金融商品を活用したライフプランニン
グなどの基礎知識を習得する内容で、次代を担う女性の
人材育成の支援を目的としています。

なお、講師は当社を含む金融業界に勤務するビジネ
スパーソンが務めており、より実践的な講義内容となっ
ています。

醵金目録贈呈

59ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE DISCLOSURE 2018



Ｃ
Ｓ
Ｒ（
企
業
の
社
会
的
責
任
）へ
の
取
組
み

Ｃ
Ｓ
Ｒ（
企
業
の
社
会
的
責
任
）へ
の
取
組
み

日本ユネスコ協会連盟への活動支援
●朝日生命ユネスコクラブを通じたボランティア
活動
1963年より日本ユネスコ協会連盟の維持会員として

その活動を支援するとともに、朝日生命ユネスコクラブ
を通じて、発展途上国の子どもたちの教育支援を続けて
います。

2017年度は、チャリティーバザーやチャリティーコ
ンサートの開催、書きそんじハガキ・キャンペーンを実
施しました。

●やさしさプラスによる「世界寺子屋運動」への
寄付支援
世界中の女性や子どもの輝く未来のために、「やさし

さプラス」にご加入いただいたお客様数に応じて、日本
ユネスコ協会連盟が行う「世界寺子屋運動」に毎年寄付支
援をしています。

寄付の一部が識字教育や収入向上を支援する「寺子
屋」の活動にも役立てられ、途上国の女性たちが自立し、
地域の活性化を目指す活動を応援しています。

読み書きを学ぶことは、女性が自分らしく生きるた
めに必要な力となります。
「やさしさプラス」は、女性の輝く未来のための取組

みを続けていきます。

これらの活動を通じ、カンボジアやアフガニスタン、ネパール大地震の被災地域に寺子屋が完成し、子どもたちや女性
たちの自立に向けた学習や職業訓練の場として役立てられています。

完成した寺子屋の銘板には、「YASASHISA PLUS(ASAHI LIFE)」「Asahiseimei UNESCO Club」と刻まれています。

寺子屋で勉強する子どもたち 新たに完成した寺子屋 銘板
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地域における社会貢献活動

被災地支援

●宮城県南三陸町における被災地支援ボランティア
東日本大震災の被災地である宮城県南三陸町において、社会貢献活動の一環として、「株式会社新生銀行」と共にボラン

ティア活動を継続実施しており、2017年度は、心のケアを目的として歌や笑いをお届けする「歌って！笑って！ふれあい
広場」を開催しました。

●東北支援地産マルシェ
東日本大震災の記憶を風化させることなく、被災

した東北地方の商店と地域産業の活性化を目的とし
て、「岩手県」「宮城県」「福島県」の各アンテナショップ
にご協力いただき、大手町本社ビルおよび多摩本社ビ
ルにおいて「東北支援地産マルシェ」を実施しました。

●被災地の子どもたちに絵本を届けるクリスマスプロジェクト
東日本大震災による影響で困難な状況下で生活している子どもたちに、全国から寄贈された絵本をクリスマスプレゼン

トとして届けるという取組みに賛同し、39冊の絵本を寄贈しました。
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寄付
静　岡

　労働組合静岡支部では、例年３月に募金活動を行っています。2018年5月に
組合員から募った浄財16万6,381円を、県社会福祉協議会に寄付しました。同
支部の寄付は12回目で、総額241万1,201円となりました。

高　知
労働組合高知支部では、年間を通じてエコキャップを収集し、高知県労働者

福祉協議会を通じて「世界の子どもにワクチンを 日本委員会」へワクチン代とし
て寄付しています。

横　浜
横浜統括支社では、災害用備蓄品の入れ替え作業に伴う配布訓練時に、賞味期限内の災害用備蓄

米を、生活困窮者支援のために寄付しました。

清掃活動
奈　良
奈良支社では、会社・組合の協同取組みとして、奈良県で実施している「ク

リーンアップならキャンペーン月間」に毎年参加しており、2017年度は5コース
に66名で参加しました。

和歌山
和歌山市主催で「一万人大掃除」が行われ、和歌山支社より10名が参加し、ゴミ

拾いから雑草の処理まで、清掃活動に取り組みました。

多　摩
多摩本社に在勤している職員が19年間実施している清掃活動「ごみゼロの日

（5月30日）」が環境美化推進に貢献してきたことを評価され、多摩市「多摩エコ・
フェスタ2018」において「まち美化貢献者・団体」として表彰されました。

 

   (左：阿部 裕行 多摩市長)
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3 従業員の働きやすい職場づくり

女性の活躍推進への取組み

全従業員の８割以上が女性である当社は、2006年度
よりスタートした「朝日生命ポジティブ・アクション」を
通じて、「女性のキャリア開発」「仕事と家庭の両立支援」
等に取り組んできました。

引き続き「朝日生命ポジティブ・アクション」を経営
戦略の中核として一層推進し、お客様サービスおよび会
社の生産性・企業価値の向上につなげるため、2020年
度末までに「女性リーダー比率30％程度」を目指します。

お客様サービスの向上および生産性・企業価値の向上

女性の活躍推進を通じた組織の活性化、魅力ある会社・企業組織風土の創造

アクションプラン（「女性の活躍推進委員会」※等で検討）

朝日生命ポジティブ・アクション

※「女性の活躍推進委員会」
・ 当委員会の委員長は社長、委員として女性の社外取締役が参画
・ 各職場で活躍している職員も参加し、「女性従業員の声」「仕事と家庭を両立する女性の視点」を反映したアク

ションプランを検討・策定

第Ⅴ期
（2018～
 2020年度）
「女性がイキイキ活躍
している会社」を目指
すステージ

第Ⅳ期
（2015～
 2017年度）
未来に向けてこれま
での「働き方・働く環
境」を進化させるス
テージ

第Ⅲ期
（2012～
 2014年度）
女性職員の活躍がお
客様サービスの向上、
会社の生産性向上に
一層貢献することを
目指すステージ

第Ⅱ期
（2009～
 2011年度）
ポジティブ・アクショ
ンの浸透・定着のス
テージ

第Ⅰ期
（2006～
 2008年度）
就業継続を支援する
ための環境を整備す
るステージ

多様な人材の確保・育成・活用に向けて、女性の活躍推進に向けた取組みはますます重要であり、
「朝日生命ポジティブ・アクション」をさらに加速します。

「ダイバーシティ（多様性）」を尊重することで、職員一人ひとりの能力発揮による会社全体の
活力向上を図り、お客様の多様な価値観に対応していきます。

2020年度末までに女性リーダー比率30％程度を目指します。

更なるお客様サービスおよび会社の生産性・企業価値の向上を実現します。

＊2008年
　「くるみんマーク」取得

＊2013年
　「くるみんマーク」
　２回目の取得

＊2015年「女性の活躍
推進法」に基づく
「行動計画」の策定

＊2010年度「均等推進
企業部門 厚生労働
大臣優良賞」を受賞

2005年度に比べ2018年度始の女性リーダー数は４倍（リーダー比率22％）

〈朝日生命ポジティブ・アクションの取組み〉
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「女性活躍推進法」に基づく行動計画（概要）

2016年４月１日に施行された「女性活躍推進法」に基づき、女性の活躍推進の取組みを着実に前進させるべく、女性が能
力を発揮し活躍できるよう、更なる「教育の充実」「環境整備」に向けた行動計画を以下のとおり策定しました。

また、当計画における取組みを進めることで、男女共に活躍し、お客様により一層満足していただけるよう「まごころ
の奉仕」に努めてまいります。

「女性活躍推進法」に基づく行動計画（概要)

１．計画期間　

2016年４月１日～ 2021年３月31日（５年間）

２．目標

・ 管理職（リーダー職）に占める女性の割合を30％程度とする
・ 採用者に占める女性比率を30％以上とする
 （2017 ～ 2021年度採用における平均値）
・ 男女ともに有給休暇の年間取得日数を16日間とする
・ 女性の営業職務従事者を2015年度比50％増とする

３．取組内容

●チャレンジ意欲の醸成等を目的とした「次期リー
ダー候補者を対象とした育成プログラム」の実施

次期リーダー候補者約180名を対象とし、意識・
行動変革を目的としたキャリアサポートフォーラムを
始めキャリアサポート面談、通信教育の受講徹底等を
通じて、キャリアアップに向けたサポートを行ってい
ます。

●次期リーダー候補となる優秀な人材確保や競争力の
強化に向けた新たな採用の取組み

会社説明会では「朝日生命ポジティブ・アクショ
ン」の取組みを紹介し、入社案内や先輩インタビュー
に女性職員を多く起用しています。

また、会社説明会後は先輩職員との面談や会社見
学等を実施し、女性が幅広く活躍していることを発信
しています。

●管理職を対象とした「女性活躍推進セミナー」の実施

女性の活躍をサポートすべく、管理職のさらなる
意識の向上を図るため、社外講師によるセミナーを継
続実施しています。

●意識醸成・能力開発を目的とした「女性職員の体系
的な育成プログラム」の実施

2015年度より女性職員の体系的な育成プログラム
を導入し、入社時、１・２年目、中核、シニア、上級
と各層ごとに適した教育カリキュラムによるビジネス
マインド・スキルの習得に取り組んでいます。

シニア層に対しては、仕事に対するモチベーショ
ンの維持および経験を活かしたさらなる活躍推進を図
るとともに、仕事と生活の充実を図るべく「キャリア
ライフデザイン講座」を実施しています。

●ジョブ・トライ・システム（社内公募制度）の活用を
継続促進

主体的に行動できる人材育成の促進ならびに職務領
域の拡大に繋げていくため、ジョブ・トライ・システ
ム（社内公募制度）の更なる活用を促進していきます。

（注） 「ジョブ・トライ・システム（社内公募制度）」とは自らが希望す
る「職務」・「役職」・「勤務地」を自由に選択し応募できる制度

●男女ともにイキイキと働くための労働環境の更なる
整備

計画的な有給休暇取得促進を継続実施します。（事
前に休暇を登録申請する「計画年休制度」の活用徹底）

2018年キャリアサポートフォーラム
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今までに実現してきた各種制度等

●	専管組織によるダイバーシティの
	 取組促進

「朝日生命ポジティブ・アクション」の推進体制の
中核をなす「女性の活躍推進委員会」※の取組みを
加速させるため、専管組織を設置し、女性職員の
活躍推進に関する諸対策・取組みを組織横断的に
実施していきます。
※委員長は社長、委員として女性の社外取締役が参画

●	ジョブ・トライ・システム
　（社内公募制度）
公募により、他の職場・職務にチャレンジし、新
たな業務経験による視野の拡大や、キャリアアッ
プを目指します。勤務地が限定されるエリア総合
職の一部は、一定期間のチャレンジを経て、元の
職場に復帰（リターン）します。

●	女性職員の育成に係る所属長の
	 評価制度
所属長に対して女性職員の育成に関する研修等を
実施するとともに、女性職員の育成に対する所属
長への評価制度を導入しています。これにより育
成プログラムに基づく、女性リーダーの育成を具
体的かつきめ細やかに促進していきます。

●	社内トレーニー制度
異動経験の少ないエリア総合職を対象に、未経験
業務を体験することで、お客様視点の醸成、チャ
レンジ意欲の向上、職務領域の拡大につなげ、さ
らなる女性の活躍を推進していきます。

●	育児休職期間の拡大、男性の育児休職の
　取得促進
仕事と育児の両立を一層支援するため、育児休職
期間を拡大しています。また、男性の育児参加促
進のための育児休職の取得を勧奨することで取得
率100％を目指します。

●	勤務時間の短縮
仕事と家庭の両立を支援するため、利用要件であ
る子の年齢を「６歳の年度末まで」とした短時間勤
務制度を導入しています。

●	育児サービス費用の補助
育児をしながら仕事を続ける職員の経済的な負担
を軽減するため、育児サービス費用の補助を行っ
ています。

●	仕事と家庭を両立するための
	 異動配慮等
総合職は転居を伴う異動がある職種ですが、女性
総合職については、育児期間中の異動配慮を実施
しています。また、仕事と介護の両立を支援すべ
く、親族の介護を抱える総合職については、ジョ
ブ・トライ・システム（社内公募制度）において希
望する勤務地への応募を可能としています。

「次世代認定マーク」（愛称：くるみん）を取得しました！
これらの取組みにより、「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画を達成し、
2008年および2013年に「次世代認定マーク」を取得しました。
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ワーク・ライフ・バランスの推進

人権啓発に関する取組み

当社はコンプライアンス遵守規準ならびに「人権に関
する宣言」を踏まえ、全役職員が主体的に人権尊重の行
動をとることができるようにするため、社長を委員長と
する人権啓発推進委員会が中心となって様々な人権啓発
活動を行っています。

具体的には、全役職員向け・階層別の人権研修の実

施や各種人権教育・啓発資料の提供、「人権啓発標語」へ
の応募の取組みなどを積極的に行っています。

また、ハラスメント防止に向けた取組みを行うとと
もに、従業員向けに専用の相談窓口を設置し、安心して
相談できる環境を整え、迅速かつ適切な対応を行ってい
ます。

障がい者の雇用の推進

当社は障がいのある方の雇用を進めるとともに、障
がいのある方がより働きやすい職場環境づくりを推進す
るため、設備改装・障がいのある営業職員への特別交通
費などの支給を行っています。

2017年度（2017年６月１日時点）における民間企業

の雇用率が平均1.97％であるなか、当社の2018年６月
１日時点の雇用率は2.08％と上回っております。

一方、2018年4月に引き上げられた法定雇用率の
2.2%には未達であるため、障がいのある方の雇用とそ
の就業環境の整備を引き続き推進していきます。

健康増進に関する取組み

朝日生命では、「従業員の健康増進」を経営課題の１つ
として位置づけ、「健康増進等に関する取組方針」のもと
に、健康増進に関する対策が適切かつ効率的に図れるよ
う社内にＰＤＣＡサイクルを構築しています。

2016年度には、健康増進の取組みが評価され、厚生

労働省の「安全衛生優良企業公表制
度」において、生命保険会社で初め
て安全衛生優良企業に認定されま
した。

【健康増進等に関する取組方針】
朝日生命は、生命保険事業を行う企業として、お客様の健康・医療に貢献するとともに、従業員自身の健康増進を

重視し、朝日生命と朝日生命健康保険組合が一体となって、「健康管理」「メンタルヘルス」「過重労働防止対策」に取り
組みます。

■毎週水曜日の定時退社運動「すぴいDay」を実施しています。
■計画年休制度の導入・年次休暇取得の年間目標の設定等により、休暇の取得を推進しています。
■メンタルヘルスケアのための社内・社外の相談窓口を設置するとともに、メンタルヘルスに関する知識啓発に取り組ん

でいます。
■全職員を対象とした人権職場研修を実施しています。 
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